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i n f o r m a t i o n

自
動
車
保
険
無
料
相
談
に
つ
い
て

　

近
時
、
交
通
事
故
の
態
様
も
複
雑
化
し
て
、

そ
の
解
決
に
お
困
り
の
方
、
専
門
ス
タ
ッ
フ

に
よ
る
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
並
び
に

任
意
自
動
車
保
険
の
請
求
に
つ
い
て
、
無
料

で
ご
相
談
を
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
。

【
相
談
日
】月
曜
日
～
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
９
時
～
正
午
・
午
後
１
時
～
午
後
５
時

※
来
訪
さ
れ
る
場
合
、
事
前
に
ご
連
絡
く
だ

　

さ
い
。

【
弁
護
士
相
談
日
】
毎
月
第
３
金
曜
日

　

午
後
１
時
～
午
後
４
時
（
予
約
制
・
要
面
談
）

【
相
談
場
所
】
那
覇
市
久
米
２
ー
２
ー
20

　
（
大
同
火
災
久
米
ビ
ル
９
階
）

沖
縄
自
動
車
保
険
請
求
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
８
６
８
ー
８
９
５
０

年
末
年
始
の
交
通
安
全
県
民
運
動
実

施
！

　
「 

～
契
り
～　

飲
酒
運
転
し
な
い
契
り
を

交
わ
し
て
く
だ
さ
い　

大
切
な
人
と
」 

を
ス

沖
縄
県
最
低
賃
金
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

～
必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金
！
使
用
者

も
、
労
働
者
も
～

　

最
低
賃
金
制
度
と
は
、
最
低
賃
金
法
に
基

づ
き
国
が
賃
金
の
最
低
限
度
を
定
め
、
使
用

者
は
、
そ
の
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
制
度
で
す
。

　

原
則
と
し
て
事
業
場
で
働
く
常
用
・
臨
時
・

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
雇
用
形
態
や

呼
称
の
如
何
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
労
働
者
と

そ
の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
沖
縄
県
地

域
別
最
低
賃
金
は
次
の
と
お
り
で
す
。

時
間
額
６
４
２
円
（
発
効
日 

平
成
22
年
11
月

５
日
）

※
特
定
の
産
業
に
は
、
特
定
（
産
業
別
）
最

　

低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
低
賃

　

金
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
沖
縄
労
働

　

局
又
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
へ

沖
縄
労
働
局 

労
働
基
準
部 

賃
金
室

　
　
　
　
　
　
　

   

☎
８
６
８
ー
３
４
２
１

ロ
ー
ガ
ン
に
年
末
年
始
の
交
通
安
全
県
民
運

動
が
平
成
22
年
12
月
21
日
（
火
）
よ
り
平
成

23
年
1
月
4
日
（
火
）
ま
で
の
15
日
間
実
施

さ
れ
ま
す
。

※
高
齢
者
の
関
係
す
る
交
通
事
故
が
増
加
し

て
い
ま
す
。
急
が
ず
・
焦
ら
ず
・
譲
り
合
い

の
心
で
、
交
通
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
り
、

明
る
く
交
通
事
故
の
な
い
新
年
を
！！

う
る
ま
市
交
通
安
全
推
進
協
議
会

年
末
・
年
始
の
家
庭
ご
み
の
収
集
及
び

し
尿
汲
み
取
り
等
に
つ
い
て

■
ご
み

●
年
末
は
12
月
31
日（
金
）ま
で
収
集
し
ま
す
。

●
年
始
は
1
月
4
日（
火
）か
ら
収
集
し
ま
す
。

●
個
人
搬
入
は
12
月
31
日
（
金
）
午
後
３
時

　

ま
で
搬
入
出
来
ま
す
。
搬
入
許
可
証
の
交

　

付
を
市
役
所
環
境
課
で
12
月
27
日
（
月
）

　

ま
で
に
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
事
業
所
ご
み
に
つ
い
て
は
、
各
許
可
業
者

　

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
し
尿

●
具
志
川
・
与
那
城
・
勝
連
地
域
は
、
年
末

　

12
月
30
日
（
木
）
ま
で
汲
取
り
し
ま
す
。

●
年
始
は
１
月
4
日（
火
）か
ら
汲
取
り
し
ま
す
。

●
石
川
地
区
は
、年
末
は
12
月
29
日
（
水
）
ま
で
。

●
年
始
は
1
月
4
日
（
火
）
か
ら
汲
取
り
し

　

ま
す
。

※
12
月
末
に
か
け
て
は
、
混
み
合
い
ま
す
の

　

で
早
め
の
清
掃
依
頼
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
混
ぜ
れ
ば
ご
み
！！
分
け
れ
ば
資
源
！！

●
ご
み
は
朝
８
時
ま
で
に
分
別
し
て
出
し
て

　

く
だ
さ
い
。

●
パ
ソ
コ
ン
の
収
集
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

各
メ
ー
カ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
多
量
ご
み
は
自
己
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

自
己
搬
入
の
際
は
、
搬
入
許
可
証
が
必
要

　

で
す
の
で
、
事
前
に
環
境
課
へ
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

企
業
立
地
雇
用
推
進
課

1
９
６
５
｜
５
６
１
１

市
民
生
活
課

1
９
７
３
｜
５
４
８
７

市
民
生
活
課

1
９
７
３
｜
５
４
８
７

環
境
課

1
９
７
３
｜
５
５
９
４

 

 


